
交付決定後の手続きに次の書類が必要です

町住民生活課　環境安全班　☎0187（84）4903問

　昨年度、町内における「燃やせるごみ」の量を減らす
ために古着・古布の回収を行いましたが、皆さんのご協
力により回収量は約14トンとなりました。
　ご協力いただいた方々からは取り組みを評価してもら
い、継続的な回収を望む声が多くありましたので、今年
度も「５月・７月・９月・11月」の４回実施します。
　回収した古着・古布はリサイクルとして、日本国内だ
けでなく海外でも利用されますので、皆さんのご協力を
お願いします。

回 収 物●古着、下着類、シーツ、毛布、タオル類 など
　　　　　※羽毛や綿が入っているもの、ペットに使用
　　　　　　したものは回収できません。詳細について
　　　　　　は下記までご連絡ください。
回収方法●透明または半透明な袋に入れて袋を閉じて持
　　　　　参してください。
注意事項●段ボールや紙袋に入れた状態では回収できま
　　　　　せん。新品の衣類等については値札や包装紙
　　　　　など、クリーニング後の衣類等についてはお
　　　　　店のタグなどを外してからお持ちください。

今年度も古着・古布を回収します

 家庭ごみの５割を占めている生ごみの排出量を削減す
るため、町では生ごみ処理コンポストと生ごみ処理機の
購入費用に対して補助金を交付します。
■生ごみ処理コンポスト
対 象 者●町内に住所を有し、現に居住している方
補助金額●購入費用の２分の１以内の額（上限額５千円）
必要書類●・補助金交付申請書　・見積書

■生ごみ処理機
対 象 者●次の条件をすべて満たす方
　　　　　・町内に住所を有し、現に居住している方
　　　　　・生ごみ処理機を初めて購入する方
補助金額●購入費用の２分の１以内の額（上限額５千円）
必要書類●・補助金交付申請書　・見積書
　　　　　・製品カタログ等の写し

生ごみ処理コンポストと生ごみ処理機の購入費用に補助金を交付します

　小型家電製品に含まれるレアメタルのリサイクルを進
めるため、不要になった小型家電製品を「役場庁舎・学
友館・公民館」の３カ所に設置している回収ボックスに
より回収しています。また、今年度も、古着・古布回収
に併せて小型家電製品も回収しますので、皆さまのご協
力をお願いします。
回収日時●５月15日㈰　午前９時～午後４時
回収場所●美郷中学校セミナーハウス隣車庫
　　　　　（旧トレーニングセンターみさと）

併せて使用済みの
小型家電製品も回収します

住民生活課

アダプター、MD・MP3 プレーヤー、携帯電話、
ゲーム機、電卓、電子辞書、デジタルカメラ、メモ
リーカード、充電器など、小型電子電気機器

大きさが25㎝×15㎝以下のもの

回収する小型家電

テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、エアコン、パソコ
ン本体、単独の電池、CDやDVDなどの記録媒体

回収しないもの

年間
計画

第１回目：５月15日㈰、 第２回目： ７月10日㈰、
第３回目：９月11日㈰、 第４回目：11月13日㈰

※２回目以降も回収の時間と場所は変わりません。

・補助金交付請求書
・領収書（購入者の氏名、購入年月日、金額、機種
　名が明記されたもの。レシート不可）
・申請者（請求者）の通帳の写し
・設置完了届

交付決定後の手続きに次の書類が必要です
・補助金交付請求書
・領収書（購入者の氏名、購入年月日、金額、機種
　が明記されたもの。レシート不可）
・申請者（請求者）の通帳の写し　・設置完了届
・保証書（店名等が明記されたもの）

回収日時●５月15日㈰　午前９時～午後４時
回収場所●美郷中学校セミナーハウス隣車庫
　　　　　（旧トレーニングセンターみさと）
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農業委員会

平成28年度　美郷町農作業標準賃金・料金が決まりました
　美郷町農業委員会では、農家の皆さまが農作業を依頼
するときの目安となる農作業賃金・料金の標準額を定め
ています。

区　分

耕　起

代かき

田　植

苗

10a 再耕は3,000円

荒がきは4,000円

田植（直播）のみ

・病害虫防除剤使用の場合は別途料金
・肥料、農薬は委託者負担

・側条施肥1,000円　　　・同時薬剤散布300円
・同時除草剤散布300円

・大型スプレーヤーによるもの
・果樹を含む
・隅刈りを含む
・グレンタンク付を基本とする
・袋取りの場合は補助員を含む
・倒伏やぬかるみの場合は20％以上の増額を相互で協議

5,500
6,000
6,000
5,900
6,200
5,200
5,500
5,000

1,500
1,400

500
630
650
30
40

1,100

15,500

16,500

10a

10a

1m

10a

10a

10a
60kg

1箱

刈　取

請　負　防　除

乾燥 ・ 調整

6,500
1,250

1日
1時間

一般農作業（男女とも）
オペレーター

単　位作　業 金額（円） 備　　　　考

区　分 単　位 金額（円） 備　　　　考

料　
　

金

賃
金

整 理 田
未 整 理 田

畑
整 理 田
未 整 理 田
整 理 田
未 整 理 田

整 理 田

未 整 理 田

直 播
緑 化 苗
稚 苗
中 ・ 成 苗
苗 運 搬

※整理田はおおむね30a以上に区画されたほ場です。　※30a未満のほ場・不整形ほ場等は作業効率を勘案して相互に協議してください。
※消費税込みの金額になります。

　この金額はあくまでも標準額です。ほ場などの状況
を考慮して料金を決めてください。

もみもみ

はんけい はんけい

籾　運　搬

畦　畔　形　成

町農業委員会事務局　☎0187（84）4913問

問

農地の借受希望者の募集を開始しています
　秋田県農業公社では、農地中間管理機構として、農用
地等の借受を希望する方の募集を始めています。
　農地中間管理事業は、経営規模を縮小する出し手農家
から機構（農業公社）が農地を借り入れ、公募に応募し公
表された規模拡大や集約化を希望する受け手農家に、ま
とまった農地を貸し付けるものです。
　受け手の公募は４月１日から始まっており、機構（農
業公社）ホームページに掲載するほか、美郷町地域農業

再生協議会（町農政課、農業委員会、JA、土地改良区、
米出荷団体）の窓口に応募用紙を用意してあります。
　なお、昨年度の借受希望者は、あらためて応募する必
要はありませんのでご注意ください。
　また、農地を機構に貸したい希望者（出し手）について
も、受付しています。
　詳細については、下記までお問い合わせください。

美郷町地域農業再生協議会　　　 ☎0187（84）4908
公益社団法人秋田県農業公社　　 ☎018（893）6223
秋田おばこ農協千畑営農センター ☎0187（85）4114

秋田おばこ農協六郷営農センター 　☎0187（84）0440
秋田おばこ農協仙南営農センター　 ☎0187（82）1033
秋田ふるさと農協金沢営農センター ☎0182（37）2124
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